
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明 

 
声明の趣旨 
当会は， 
１ 文部科学大臣に対し，２０１６年３月２９日付「朝鮮学校にかかる補助金交

付に関する留意点について（通知）」の撤回を求める。 
２ 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し，

憲法や条約上の子どもの権利に配慮し，補助金を交付することを求める。 
３ 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し，補

助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ること

を求める。 
 
声明の理由 
１ 文部科学大臣は，２０１６年３月２９日，「朝鮮学校に係る補助金交付に関

する留意点について（通知）」（以下「本通知」という）を都道府県知事宛に発

出した。本通知では，「朝鮮学校に関しては，我が国政府としては，北朝鮮と

密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が，その教育を重視し，教育内容，

人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし，「朝鮮学

校に係る補助金の公益性，教育振興上の効果等に関する十分な御検討ととも

に，補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補

助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。 
 本通知に先立つ２０１５年６月２５日，自由民主党北朝鮮による拉致問題対

策本部は，「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出し

ている地方公共団体に対し，公益性の有無を厳しく指摘し，全面停止を強く指

導・助言すること」を提言し，続いて，２０１６年２月７日，自由民主党は「北

朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」（以下「緊急党声明」という）を

発出し，上記提言を速やかに実施するよう求めている。 
  その緊急党声明から２か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したので

ある。 
  本通知を受けて，新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止する

ことを表明している地方公共団体があり，各地の朝鮮学校に多大な影響が生

じている。 
  かかる経緯に鑑みれば，文部科学大臣の本通知は，本来各地方公共団体の判

断と責任において行われるべき補助金の交付について，外交的な理由により

各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざる



を得ない。 
２ すべての子どもには，自己の人格を完成，実現するために必要な学習をする

権利が認められ（憲法２６条第１項），各種学校への補助金の交付もかかる学

習権を実質的に保障するものである。そして，経済的，社会的及び文化的権利

に関する国際規約（社会権規約）１３条はすべての者の学習権を認め，無償教

育を求めている。 
  朝鮮学校においては，児童・生徒の国籍は朝鮮籍，韓国籍さらには日本国籍

と多様であり，また，朝鮮語により教育を行い，朝鮮民族の文化，歴史を教え

るという特徴はあるものの，学習指導要領に準じた教育が行われている。 
  それにもかかわらず，朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を

理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは，かかる児童・生徒た

ちの学習権を侵害することはもとより，憲法１４条，世界人権宣言，市民的

及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約），子どもの権利に関する条約，

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）が禁

止する不当な差別に該当する。２０１４年８月に採択された人種差別撤廃条

約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在

日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動につい

て懸念する」との指摘がなされている。 
３ 特に朝鮮学校については，朝鮮半島が日本国により植民地支配されたとき

に朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が，戦後，朝鮮民

族の言葉，文化，歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいた

すことが重要である。 
  もとより民族教育は子どもの権利に関する条約３０条においても保障され

ているところであり，朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育

を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされて

いる（大阪高判平成２６年７月８日）ところであるが，朝鮮学校における民

族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。 
４ 何より忘れてならないのは，朝鮮学校に対する処遇の問題は，北朝鮮の問題

ではなく，日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍，

韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において，政

府が本通知を行うことは，朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの

疎外感を与えるとともに，かかる人権侵害行為を助長する可能性があり，到

底容認できるものではない。このような展開は，先般成立したいわゆるヘイ

トスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。 
５ 以上の点を踏まえ，当会は，文部科学大臣に対し，本通知の撤回を求める。

そして，千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公



共団体に対し，上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付す

ることを求めるとともに，現在補助金を交付している地方公共団体に対し，

国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることな

く，補助金の交付を継続すること，憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した

運用の改善を図ることを求めるものである。 
 
２０１６年８月２３日 
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